子育ちに喜びを感じられるまちの実現に向けた包括連携協定書


　栃木市（以下「甲」という。）とピジョン株式会社（以下「乙」という。）は、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。

（目的）
第１条　本協定は、甲及び乙が相互に密接に連携し、それぞれの環境、資源及び特長を有効に活用した協働による活動を推進することにより、住民サービスの向上、地方創生の実現及び子育て支援に資することを目的とする。

（連携事項等）
第２条　甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携し協力する。
　(1) フードロス削減に寄与する出荷期限切れ商品の提供とその利活用に関すること
　(2) 子育て環境の質の向上に関すること
(3) こどもの災害時の備え及び物資供給に関すること
(4) SDGsの達成に関すること
(5) その他、両者が協議し、必要と認める取組に関すること
２　前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、甲及び乙は、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲及び乙の合意の上、決定する。
３　乙は、本条に定める事項の一部を、甲との協議により乙の関係会社に実施させることができる。

[bookmark: _Hlk192673849]（守秘義務）
第３条　甲及び乙は、本協定に基づく協働による活動の実施において知り得た相手方の秘密事項（以下「秘密事項」という。）を、第三者に開示又は漏洩せず、また本協定の目的外に利用してはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
２　甲及び乙は、秘密事項につき、善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、秘密事項につき漏出、紛失、盗難、押収等の事故が発生した場合、直ちにその旨を相手方に連絡し、相手方の指示に従い、適切な対応を行うものとする。
３　甲及び乙は、本協定終了後または相手方から要請があった場合に、相手方の指示に従って、秘密事項を相手方に返還または廃棄するものとする。
４　甲及び乙は、本協定終了後も、第１項に定める守秘義務を負うものとする。

（有効期間）
第４条　本協定の有効期間は、本協定締結の日から１年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する１か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日から１年間本協定は更新され、その後も同様とする。

（協定内容の変更）
第５条　甲及び乙のいずれかが、本協定の内容について変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。

（疑義等の決定）
第６条　本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲及び乙の協議の上、これを定めるものとする。

　本協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その１通を保有する。


令和７年１２月１９日
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甲：栃木県栃木市万町９番２５号
栃木市
市長　　大　川　　秀　子


乙：東京都中央区日本橋久松町４番４号
ピジョン株式会社
[bookmark: _Hlk192670064]代表取締役社長　　矢　野　　亮
